
 

子ども食堂等における食材費・光熱費等高騰対策支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども食堂等における食材費・光熱費等高騰対策支援金（以下「支援

金」という。）の交付に関して、補助金等の取扱いに関する規則（昭和 57 年西宮市規則第

81 号。）に定めのあるもののほか、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中

で、食料品価格、光熱費等の物価高騰の影響を受けた子育て世帯を支援するために、子ど

も食堂等を運営する団体に対し支援金を給付するにあたり、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（交付対象者） 

第２条 交付対象となる者は、次のいずれかを運営する者とする。 
（１）西宮市内において、地域との交流、学習支援及び地域の子供の居場所づくりを促進

するため、食事を提供する子ども食堂 
（２）西宮市内において、家庭事情等により支援を希望する子育て世帯に対し、弁当等を

無償提供する子ども食堂 

 

（交付額の算出方法） 

第３条 次のいずれかに該当する食数に対し、１食あたり 100 円を乗じた金額を支援する。

ただし１団体あたりの支援上限は 200,000 円とする。 
（１）前条に該当する者が、４月１日から交付申請日の前月末までに提供した食数により、

１箇月あたりの平均提供食数（小数点第一位を切り上げ）を算出し、その平均提供食数に、

当該年度中の開催月数（見込含む）を乗じた食数 
（２）前条に該当する者が夏休み等学校の長期休業期間に集中的に実施する場合は、４月

１日から交付申請日の前月末までに提供した合計食数 

 

（交付の申請） 

第４条 支援金の交付申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を、市長に対し、そ

の定める期日までに提出しなければならない。 

（１）子ども食堂等における食材費・光熱費等高騰対策支援金交付申請書（様式１号） 

（２）団体調書（様式２号） 

（３）事業活動時の写真 

（４）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査すると

ともに、必要に応じて行う現地調査等により、支援金の交付の適否を決定する。 



 

２ 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、支援金の額、交付時期その

他必要な事項を記載した交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、その

旨を記載した不交付決定通知書により、当該申請者にその決定を通知する。 

３ 市長は、支援金の交付を決定する場合において、支援金の交付の目的を達成するため必

要があると認めるときは、条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 支援金の交付を申請した者（以下「申請者」という。）は、前条第２項に規定する交

付決定通知書を受領した場合において、当該決定の内容又はこれに付された条件により難

いと認めるときは、市長の定める期日までに、文書で申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る支援金の交付の決定は、

なかったものとみなす。 

 

（事情変更） 

第７条 市長は、第５条第２項の規定による交付の決定の通知をした後において、市の財政

状況その他特段の事情の変更が生じた場合には、その決定の全部若しくは一部を取り消し、

又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消し、または決定の内容もしくは条件を変

更したときは、すみやかにその旨を申請者に通知する。 

 

（交付の請求） 

第８条 申請者は、支援金の交付を受けようとするときは、交付請求書に、次の各号に掲げ

る書類を添えて、翌年度の５月８日までに速やかに市長に提出しなければならない。 

(１) 交付決定通知書の写し。 

(２) その他市長が必要と認める書類 

 

（交付） 

第９条 市長は、前条の規定による請求があったときは、申請者に対し支援金を速やかに交

付する。 

 

（決定の取消） 

第 10 条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(２) その他法令、条例若しくはこの要綱又はこれらに基づき市長が行なった指示に違反

したとき。 

２ 第７条第２項の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。 



 

 

（支援金の返還） 

第 11 条 市長は、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消

しに係る支援金が既に交付されているときは、返還する支援金の額、納付期限その他必要

な事項を記載した返還命令書により、速やかに当該申請者に対し、その返還を命じなけれ

ばならない。 

 

（補則） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

付 則 

 この要綱は、令和４年 12 月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年７月６日から施行する。 


